
平成 19 年 10 月 

総務部財務課

入札・契約制度等の見直しについて 

 

 

平成 14 年度に制限付き一般競争入札を導入以来、より公正で競争性と透明性の高い

入札制度を目指す中で、 

・地方公共団体における入札及び契約の適正化について（平成 19 年 3 月 30 日付け

総行第 65 号、国総入企第 63 号）により、適正化のための措置等を講じるよう要

請があったこと 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律により総合評価方式の導入・拡充を図る

ことが求められていること 

・建設コンサルタント業務にかかる入札について低価格による入札案件が相次ぎ、

今後、成果品の品質確保への弊害が懸念されること 

等を踏まえ、公共工事及び建設コンサルタント業務に係る入札・契約制度等につい

て一部見直しを行う。 

 

 

１ 入札額変動型最低制限価格制度の導入  

（１）趣旨 

   ダンピング受注を未然に防止するため、全ての建設工事及び建設コンサルタント業

務に係る入札において、入札額変動型最低制限価格を導入する。 

（２）内容 

入札額の安い順に予定価格の範囲内での応札者の１／２（端数切上げ）の平均価格

（予定価格の範囲内での応札者が全応札者の１／２に満たない場合は予定価格の範囲

内での応札者の平均価格）に、０．８を乗じた額（それぞれ千円未満切捨て）をもっ

て最低制限価格として設定する。 

なお、応札者が５社未満の場合はそもそもの競争性が低いため、最低制限価格は設

定しない。 

 

２ 総合評価方式の試行  

（１）趣旨 

   技術と経営に優れた企業の育成と不良・不適格業者の排除等により公共工事の品質

確保を図るため、総合評価方式を試行する。 

（２）内容 

   平成１９年度において２件程度の試行を行い、結果を踏まえて平成２０年度以降の

拡充を検討する。 

 

３ 電子入札システムの導入  

（１）趣旨 

   入札に係る一連の事務の簡素化、費用の縮減と談合等不正行為の防止及び競争性の
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向上を図るため、電子入札システムを導入する。 

（２）内容 

   新潟県電子入札システムを共同利用することにより、平成２０年度以降段階的に電

子入札システムを導入する。 

   今後の開発状況を踏まえ導入スケジュール等の具体的検討を行い、入札参加者にお

いて計画的な事前準備が行えるよう配慮する。 

 

４ 単独諸経費の運用の見直し  

（１）趣旨 

   土木工事の設計・積算の統一化と技術力の向上を図ることによる公共工事の品質確

保を図るため、単独工事において採用している単独諸経費率の運用を見直す。 

（２）内容 

   平成２０年度以降、競争入札に付す建設工事の積算に当たっては全て国県の諸経費

率を採用することとし、単独諸経費は１，３００千円以下の小規模工事に限定する。 

 

５ 開札立会人の指定  

（１）趣旨 

   建設工事の入札に当たって、現在全業者が入札結果発表まで立ち会っているところ、

入札参加業者の事務負担の軽減を図るため、入札後、入札結果発表まで立会いをする

業者（開札立会人）をあらかじめ指定する。 

（２）内容 

   当日の入札参加受付数を３で除した数（端数切上げ）及びその倍数の受付順の入札

参加者をもって開札立会人として指定し、入札結果発表まで立会いを依頼する。 

   該当者が入札を辞退した場合は、入札参加受付順に１番ずつ順次繰り下げて指定す

る。 

 

６ 見積明細書（工事費内訳書）の提出  

（１）趣旨 

   建設工事の入札に当たって、現在、最低価格者及び市が必要と認める入札参加者の

み提出を義務付けている見積明細書について、適切な積算を行った上で入札に参加す

ることを担保・徹底するため、見積明細書の提出範囲を拡大する。 

（２）内容 

   原則、全ての入札参加者に見積明細書の提出を義務付ける。 

 

７ 指名停止の強化  

（１）趣旨 

   談合等の抑止と再発防止を図るため、大規模・組織的な談合等に対する指名停止措

置を強化する。 

（２）内容 
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   重大な独占禁止法違反等に対する指名停止措置（期間 6か月以上 24 か月以内）を新

設する。 

   独占禁止法違反に係る確定判決等において、談合等の首謀者であることが明らかに

なった場合において指名停止期間を２倍にする。 

 

 

※ 継続検討事項等 

 ① 予定価格事後公表の運用 

   平成１８年９月から、概ね３割の案件について事後公表を試行しているところ、事

前公表と事後公表（不調案件含む）では平均落札率で７ポイント程度の乖離があるも

のの、引き続きその推移を検証するため３割程度の事後公表を継続する。 

 

 ② 除雪協力業者に対する支援 

   旧市町村の地区により建設業者による除雪協力の対応に違いがあるため、除雪協力

と一般競争入札との関連付けは行わない。 

   総合評価方式の評価項目における「地域貢献度」の評価内容としての採用及び待機

料については他市町村の実態等も調査し検討を行う。 

 

 ③ 入札参加資格の拡大 

   平成１４年度の制限付き一般競争入札導入以降も競争性が発揮されない（落札率に

変動が見られない）工種について、競争性を向上させるため入札参加資格の拡大も含

めて検討を行う。 

 

 ④ 随意契約の運用 

   予定価格１，３００千円以下で実施している随意契約について、競争性の向上を図

る方策を含め、その運用の検討を行う。 
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入札額変動型最低制限価格制度の導入について 

 

１ 最低制限価格の設定方法 

  ○入札額の安い順に予定価格の範囲内で応札者の１／２（端数切上げ）の平均価格の

０．８で設定 

  ○平均価格 × ０．８ ＝ 最低制限価格（それぞれ千円未満切捨て） 

 

   ※注１ 予定価格の範囲内での応札者が全応札者の１／２に満たない場合は予定価格の

範囲内での応札者の平均価格の０．８で設定 

   ※注２ 応札者が５者未満の場合は最低制限価格は設定しない。 

 

２ 算 出 例 

   予定価格 １１，８５０，０００円の場合              単位：円 

順位（低い順） 入札金額（税抜き） 記事 

１位 ７，３５０，０００  失格 

２位 ７，４８０，０００  失格 

３位 ９，５５０，０００  落札 

４位 １０，３００，０００   

５位 １０，４００，０００   

６位 １１，４５０，０００   

７位 １１，５２０，０００   

８位 １１，６００，０００   

９位 １１，８００，０００   

10位 １１，８００，０００   

11位 １１，８５０，０００   

12位 １１，８６０，０００  超過 

入
札
応
札
者
の
入
札
順
位
及
び
金
額 

13位 １１，９００，０００  超過 

平均額算出対象者数 １１者×０．５＝５．５⇒６者  

対象者の平均価格 ９，４２１，０００   

最低制限価格 

（平均価格の８０％） 

７，５３６，０００  

（9,421,000×0.8）  
 

結果（落札者） 入札順位３位が落札者となります。  

 

 



 

開札立会人制度の導入について 

 

１ 開札立会人の指定方法 

  ○ 当日の入札参加受付数を３で除した数（端数切上げ）及びその倍数の受付順番の

入札参加者をもって開札立会人に指定し、入札結果発表まで立会いを依頼する。 

  ○ 該当者が入札を辞退した場合は、入札参加受付順に１番ずつ順次繰り下げて指定

する。 

 

２ 指 定 例 

  ○ 入札参加受付数 １００者の場合 

   ・１人目（入札参加受付数÷３（端数切上げ）） 

     １００者 ÷ ３ ＝ ３３．３ ⇒ ３４番 

   ・２人目（１人目の倍数） 

     ３４番 ×２ ＝６８番 

   ・この場合における開札立会人は、受付順番３４番と６８番が開票立会人となりま 

す。 

     ※ ３４番の該当者が入札を辞退した場合は、３５番が開札立会人に、 

       ６８番の該当者が入札を辞退した場合は、６９番が開札立会人となる。 

 

３ 落札予定者が複数者の場合の決定方法 

  ○ 落札予定者が複数者の場合は、開札立会人からくじ引きをしていただき、落札者

を決定いたします。 
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